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京都市小野児童館 評価結果報告 

 

≪Ⅰ 福祉サービスの基本方針と組織≫ 

Ⅰ-1 理念・基本方針 

【評価項目】 Ⅰ－１－（１）理念、基本方針が確立・周知されている。 

   Ⅰ-１-（１）-① 理念、基本方針が明文化され周知が図られている。 

標準項目 評価 

1 法人（児童館）に、児童の権利に関する条約（平成６年条約第２号）に掲げられた精神及び児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）の理念に基づいた明確な理念、基本方針がある。 
〇 

２ 理念、基本方針が法人（児童館）内の文書や広報媒体（パンフレット、ホームページ等）に記載されてい
る。 

〇 

３ 理念や基本方針は、会議や研修会での説明、会議での協議等をもって、職員への周知が図られている。 〇 

４ 理念や基本方針は、わかりやすく説明した資料を作成するなどの工夫がなされ、利用者や運営協議会、
利用者の組織等への周知が図られている。 

〇 

【評価項目】 Ⅰ－１－（１）について 

講評 

「社協基本構想」が法人の柱となっており、毎年、理解を深めるための研修会が開催されています 

① 法人本部で「京都市の社協基本構想」を明示しています。この中では「一人ひとりがその人らしく輝く（権利擁

護）」を謳い、子どもも含む地域住民一人ひとりの権利を守るための活動を目指すこととしています。また、具体

的な児童館活動としては「京都市活動指針」を基礎的な考え方としています。 

② 上記①の「京都市の社協基本構想」はホームページやパンフレットに図示なども含め明示されています。年間活

動計画書は４月、年間活動報告書は３月に放課後児童クラブ登録児童の保護者に配布・説明されます。 

③ 毎年 4 月に新任館長のオリエンテーション、新採用の職員に向けた研修を行っており、その中で法人組織の要で

ある基本構想や方針について説明し、理解を深めています。 
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Ⅰ-2 経営状況の把握 

【評価項目】 Ⅰ-２-（１） 経営環境の変化等に適切に対応している。 

   １-２-（１）-① 事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている。 

標準項目 評価 

1 社会福祉事業全体の動向について、具体的に把握し分析している。 〇 

2 地域の各種福祉計画の策定動向と内容を把握し分析している。 〇 

3 利用者数・利用者像等、児童館活動へのニーズ、潜在的利用者に関するデータを収集するなど、法人
（児童館）が位置する地域での特徴・変化等の経営環境や課題を把握し分析している。 

〇 

4 定期的に児童館のコスト分析や児童館利用者の推移、利用率等の分析を行っている。 〇 

 

１-2-(1)-② 経営課題を明確にし、具体的な取組を進めている。 

1 経営環境や実施する児童館活動の内容、組織体制や設備の整備、職員体制、人材育成、財務状況等の
現状分析にもとづき、具体的な課題や問題点を明らかにしている。 

〇 

2 経営状況や改善すべき課題について、役員（理事・監事等）間での共有がなされている。 〇 

3 経営状況や改善すべき課題について、職員に周知している。 〇 

4 経営課題の解決・改善に向けて具体的な取組が進められている。 〇 

【評価項目】Ⅰ-２-（１）について 

講評 

児童館運営の経営状況を把握し、課題抽出や課題解決に向けた対策を講じています 

① 法人本部では、児童館事業委員会を設置し、年 2 回開催しています。この委員会は児童福祉事業関係者、学識

経験者、弁護士がメンバーになっており、それぞれの立場から児童館運営に関する分析・意見を得ています。ま

た、他法人の経営層とは会議などの機会に社会福祉事業全般の情報交換をすることができています。 

② 利用者数は、法人運営館共通のシステムの日誌入力データから適時集計することができ、分析の資料になって

います。また、法人共通の「利用者共通アンケート」を毎年各館で実施して、各館でニーズ分析を行い、改善に繋

げています。各館の集計は法人本部においても集約し、分析を行っています。 

③ 児童館の経営・運営の課題は、各館ごとにその把握と明確化を図り、館長会等で集約と把握を行って対策を施し

ます。近年では人材確保と育成が大きな課題になっており、福利厚生や処遇の見直しを図るなど、解決に向けた

努力も並行して行っています。 
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Ⅰ-３ 事業計画の策定 

【評価項目】 Ⅰ-３-（１） 中・長期（3～5 年）的なビジョンと計画が明確にされている。 

Ⅰ-３-（１）-① 中・長期（3～5 年）的なビジョンを明確にした計画が策定されている。 

標準項目 評価 

1 中・長期（3～５年）計画において、理念や基本方針の実現に向けた目標（ビジョン）を明確にしている。 〇 

２ 中・長期（3～５年）計画は、数値目標や具体的な成果等を設定することなどにより、実施状況の評価を行
える内容となっている。 

〇 

３ 中・長期（3～５年）計画は必要に応じて見直しを行っている。 〇 

４ 中・長期（3～５年）計画は、児童館ガイドラインに示された、児童館の施設としての 6 つの基本特性並び

に 3 つの特性を発揮させるような内容になっている。 
〇 

５ 中・長期（3～５年）計画は、子どもの福祉や地域の実情を十分に理解し、安定した財政基盤と運営体制
を有し、継続的・安定的に運営することを目指す内容となっている。 

〇 

 

Ⅰ-３-(1)-② 中・長期（3～５年）計画を踏まえた単年度の計画が策定されている。 

1 単年度の計画には、中・長期（3～５年）計画の内容を反映した単年度における事業内容が具体的に示さ
れている。 

〇 

2 単年度の事業計画は、実行可能な具体的な内容となっている。 〇 

３ 単年度の事業計画は、数値目標や具体的な成果等を設定することなどにより、実施状況の評価を行える
内容となっている。 

〇 

【評価項目】Ⅰ-３-（１）について 

講評 

法人本部が理念の具体化に向けた中・長期計画、各年度計画を策定し、各館はそれに応じて事業計画
を策定する仕組みです 

① 「京都市の社協基本構想」に基づいて、その実現に向けた５か年の推進計画を策定しています。さらに、推進計

画に基づいて、年度ごとに重点課題を設定した事業計画を策定しています。 

② 事業計画は、法人組織として取組む「児童館の運営（３４館）」と、各館が取組む「児童館・学童クラブ事業の実

施」に項目を分け、法人運営児童館の経営課題と児童館ガイドラインに引き寄せた具体的な内容を提示してい

ます。 

③ 上記②は、法人本部の児童館事業の事業計画となっており、各館はこの事業計画と地域のニーズに基づいた、

より具体的な事業計画を策定します。各館とも職員会議で話し合いをしながら、目標と計画を立案しています。 

    

【評価項目】 Ⅰ-３-（2） 事業計画が適切に策定されている。 

Ⅰ-３-（２）-① 事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行われ、 職員が理解している。 

標準項目 評価 

1 事業計画が、職員等の参画や意見の集約・反映のもとで策定されている。 〇 

2 事業計画が、あらかじめ定められた時期、手順にもとづいて評価されている。 〇 

3 評価の結果にもとづいて事業計画の見直しを行っている。 〇 

4 事業計画が、職員に周知（会議や研修会における説明等が）されており、理解を促すための取組を行って
いる。 

〇 
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   Ⅰ-３-(２)-② 事業計画は、利用者等に周知され、理解を促している。 

標準項目 評価 

1 事業計画の主な内容が、利用者等に周知（配布、掲示、説明等）されている。 〇 

２ 事業計画の主な内容を分かりやすく説明した資料を作成するなどの方法によって、利用者等がより理解し
やすいような工夫を行っている。 

〇 

３ 事業計画については、利用者等の参加を促す観点から周知、説明の工夫を行っている。 〇 

【評価項目】Ⅰ-３-（2） について 

講評 

各館事業計画は、利用者ニーズ、職員の意見を総合的に検討し改善を図りながら策定しています 

① 法人本部の事業計画は児童館担当部が案を作成し、その後、館長会で協議を行って確定していきます。その際、

館長は各館の児童館の現状や職員の意見を踏まえて話し合いを行っています。各館が事業計画を立案する際に

は、当年度の利用者アンケートや行事アンケート、職員の意見などを参考として全職員参加の職員会議で総括し

たうえで立案します。これにより、利用者ニーズを捉えた館に必要な運営と事業の改善に繋がっています。 

② 児童館職員は、事業計画の前提となっている「京都市の社協基本構想」を理解することで、事業計画の根底にあ

る理念や目的を把握し事業を実施するよう努めています。そのために、法人は研修会やグループ討議を実施して

います。 

③ 法人が策定した事業計画は法人ホームページで公開しています。各館の事業計画は年間予定を館内に掲示、学

童クラブのしおりに掲載・配布、月ごとの児童館たよりに掲載など、利用者の状況に合わせた方法で周知を行っ

ています。 
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Ⅰ-４ 福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組 

【評価項目】Ⅰ-４-（１） 質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている。 

Ⅰ-４-（１）-① 児童館活動の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している。 

標準項目 評価 

1 組織的に PDCA サイクルにもとづく児童館活動の質の向上に関する取組を実施している。 〇 

2 児童館活動の内容について組織的に評価（C：Check）を行う体制が整備されている。 〇 

3 定められた評価基準にもとづいて、年に 1 回以上自己評価を行い、その結果を公表している。 〇 

4 評価を行う際には、利用者等の意見を取り入れるよう努めている。 〇 

５ 第三者評価を定期的に受審している。 〇 

６ 評価結果を分析・検討する場が、組織として位置づけられ実行されている。 〇 

 

   Ⅰ-４-(１)-② 評価結果にもとづき組織として取組むべき課題を明確にし、計画的な 改善策を実施している。 

標準項目 評価 

1 評価結果を分析した結果やそれにもとづく課題が文書化されている。 〇 

2 職員間で課題の共有化が図られている。 〇 

3 評価結果から明確になった課題について、職員の参画のもとで改善策や改善計画を策定する仕組みがあ
る。 

〇 

4 評価結果にもとづく改善の取組を計画的に行っている。 〇 

【評価項目】Ⅰ-４-（１） について 

講評 

運営や事業内容の質の向上に向けて、利用者共通アンケート、第三者評価などに取組んでいます 

① 年間時事業計画の策定にあたっては、前年度に全職員の参加のもと総括を行います。その際には、利用者アンケ

ート、行事アンケート、職員の意見を総合的に検討し、運営や事業の改善、あらたな事業等の計画に繋げていま

す。事業実施後も職員ミーティング等で振り返りを行い、結果や課題を総括に活かすようになっています。 

② 利用者評価としては、法人本部による「利用者共通アンケート」があります。アンケートは実施期間が法人によっ

て定められており、法人が運営するすべての児童館の利用者を対象としています。アンケートは各館集計と法人

による集計が行われ分析されるとともに、各館では児童館たよりや館内掲示により、利用者に結果を公表します。 

③ 法人では児童館の指定管理を目途として全ての児童館で第三者評価を受審することとしています。評価結果の

公表については、公表方法がわかりにくいため、利用者が容易に閲覧できるための工夫が求められます。 
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≪Ⅱ 組織の運営管理≫ 

Ⅱ-１ 管理者（館長等）の責任とリーダーシップ 

【評価項目】 Ⅱ-１-（１）管理者の責任が明確にされている。 

   Ⅱ-1-（1）-① 管理者は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図っている。 

標準項目 評価 

1 管理者は、自らの経営・管理に関する方針と取組を明確にしている。 〇 

2 管理者は、自らの役割と責任について、組織内の広報誌等に掲載し表明している。 〇 

3 管理者は、自らの役割と責任を含む職務分掌等について、文書化するとともに、会議や研修において表明
し周知が図られている。 

〇 

4 平常時のみならず、有事（災害、事故等）における管理者の役割と責任について、不在時の権限委任等を

含め明確化されている。 
－ 

 

Ⅱ-1-（1）-② 遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている。 

標準項目 評価 

1 管理者は、遵守すべき法令及び児童館ガイドラインに示されている児童館の社会的責任、職場倫理等を

十分に理解しており、利害関係者（取引事業者、行政関係者等）との適正な関係を保持している。 
〇 

2 管理者は、法令遵守の観点での経営に関する研修や勉強会に参加している。 〇 

3 管理者は、福祉分野に限らず幅広い分野について遵守すべき法令等を把握し、取組を行っている。 〇 

4 管理者は、職員に対して遵守すべき法令や児童館の社会的責任、職場倫理等を周知し、また遵守するた
めの具体的な取組を行っている。 

〇 

５ 管理者は、事業の目的及び運営の方針、利用する子どもの把握、保護者との連絡、事故防止、非常災害

対策、子どもや保護者の人権への配慮、子どもの権利擁護、守秘義務、個人情報の管理等の重要事項に
関する運営管理規程 を定め、その内容を職員に周知、遵守するための取組を行っている。 

〇 

【評価項目】 Ⅱ-１-（１） について 

講評 

各館館長は、法人本部と協力しながら館長としての役割・責任を果たし館の運営をリードしています 

① 各児童館の館長は、法人本部の館長ヒアリングを受けることになっています。その際、管理職用の人事考課表に

「職務上の目標」「人材育成・組織運営の目標」について記載することになっており、法人が具体的に館長の経

営・管理に関する方針と取組みを把握する手立てとなっています。また、職員に対しては年度当初の職員会議や、

ことあるごとに館の運営について話し合いをすることに、相互に館の方針、考え方を共有しています。 

② 災害や事故などが発生した際の管理者の役割は消防計画よりなどで示されています。避難訓練等の機会に、管

理者が不在の時にこうした有事が発生した場合を想定し、確認・想定しながら訓練を行うことはありますが、権限

委任に関する明示はありません。 

③ 職場倫理については、法人が策定した「倫理マニュアル」を基に、毎年研修を行うことになっています。児童館で

起こりうる倫理に反する 19 の事例から取り上げ、不祥事が起きた際の館対応、法人対応について考える機会と

なっています。児童館では職員ミーティングなどの際にアルバイトも含めて実施しており、実施結果は法人にも報

告され、管理されています。 
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【評価項目】Ⅱ-１-(２) 管理者のリーダーシップが発揮されている。  

Ⅱ-1-（2）-① 児童館活動の質の向上に意欲をもちその取組に指導力を発揮している。  

標準項目 評価 

1 管理者は、実施する児童館活動の質の現状について定期的、継続的に評価・分析を行っている。 〇 

2 管理者は、児童館活動の質に関する課題を把握し、改善のための具体的な取組を明示して指導力を発揮
している。 

〇 

3 管理者は、児童館活動の質の向上について組織内に具体的な体制を構築し、自らもその活動に積極的に

参画している。 
〇 

４ 管理者は、児童館活動の質の向上について、職員の意見を反映するための具体的な取組を行っている。 〇 

５ 管理者は、児童館活動の質の向上について、職員の教育・研修の充実を図っている。 〇 

 

Ⅱ-1-（2）-② 経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮している。 

標準項目 評価 

1 管理者は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、人事、労務、財務等を踏まえ分析を行っている。 〇 

2 管理者は、組織の理念や基本方針の実現に向けて、人員配置、職員の働きやすい環境整備等、具体的に
取り組んでいる。 

〇 

3 管理者は、経営の改善や業務の実効性の向上に向けて、組織内に同様の意識を形成するための取組を
行っている。 

〇 

４ 管理者は、経営の改善や業務の実効性を高めるために組織内に具体的な体制を構築し、自らもその活動

に積極的に参画している。 
〇 

 

【評価項目】Ⅱ-１-(２) について 

講評 

児童館の運営をより良いものとするための、職員の資質向上を図る取組みがあります 

① 児童館の活動に関する評価や分析は、計画立案時に定めた目標を基準にして、職員会議で活動の振り返りと分

析を行っています。活動記録紙には評価欄があり、こうした話合いの内容が記載されます。この記録紙は、年度末

の総括の際に資料となり事業の改善に役立てられる仕組みです。また、法人本部には地域ごとにグループ化され

た「グループ館長会」が設定されており、館長間の情報交換と、法人本部の状況把握の場となっています。 

② 児童館活動の質の向上に向け、職員に外部団体の研修会への積極的な参加を促して運営の参考となる基礎的

知識と最新の情報を得るように努めています。また、法人独自でもビジネスマナーや OJT 研修等を行い、担当部

では感染症予防対策やエピペン、腰痛予防などの即活動で必要になる情報を伝えるほか、新任、主任、副館長

等の研修を実施しています。受講後は各児童館で受講報告を行って、児童館全体で共有することで活動に活か

しています。 

③ 各館の職員配置は法人本部と館長の意見交換などを経て、法人本部が決定する仕組みとなっています。年１回、

職員に異動希望調査を行い、本人の希望を踏まえて法人運営館のバランスを見ながら定期異動を行います。 
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Ⅱ-２ 福祉人材の確保・育成 

【評価項目】 Ⅱ-２-（１）福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている。 

   Ⅱ-２-（1）-① 必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、 取組が実施されている。 

標準項目 評価 

1 必要な福祉人材や人員体制に関する基本的な考え方や、福祉人材の確保と育成に関する方針が確立し

ている。 
〇 

2 児童館活動の提供に関わる専門職（「児童の遊びを指導する者」（以下、「児童厚生員」という。）の配置
等、必要な福祉人材や人員体制について具体的な計画がある。 

〇 

3 計画にもとづいた人材の確保や育成が実施されている。 〇 

４ 法人（児童館）は、様々な機会を活用して研修を実施し、職員の資質向上に努めている。 〇 

５ 研修が日常活動に生かされるように、職員全員が子どもの理解と課題を共有し対応を協議する機会を設
けている。 

〇 

６ 法人（児童館）として、効果的な福祉人材確保（採用活動等）を実施している。 〇 

 

Ⅱ-２-（1）-② 総合的な人事管理が行われている。 

標準項目 評価 

1 法人（児童館）の理念・基本方針にもとづき「期待する職員像等」を明確にしている。 〇 

2 人事基準（採用、配置、異動、昇進・昇格等に関する基準）が明確に定められ、職員等に周知されている。 〇 

3 一定の人事基準にもとづき、職員の専門性や職務遂行能力、職務に関する成果や貢献度等を評価してい
る。 

〇 

４ 職員処遇の水準について、処遇改善の必要性等を評価・分析するための取組を行っている。 〇 

５ 把握した職員の意向・意見や評価・分析等にもとづき、改善策を検討・実施している。 〇 

６ 職員が、自ら将来の姿を描くことができるような総合的な仕組みづくりができている。 〇 

【評価項目】 Ⅱ-２-（１） について 

講評 

児童館運営の基礎となる人材の確保と育成に向けた、仕組みと具体的な取組みを着実に行うように努

めています 

① 児童館の人材確保に関しては、法人本部が採用・育成も含め計画・実行する仕組みとなっています。市が定める

配置基準と各館の利用者等の現状に照らし、基準を満たすように行っています。その際には、職員の資格の取得

状況等を把握し、各館に必要な人材配置を行うよう配慮しています。  

② 職員の採用にあたっては、児童館が必要としている人材の採用に繋げるために、大学訪問、法人の就職説明会、

民間企業の就職説明会、就職支援サイトなどを活用して、できるだけ多くの機会や媒体で児童館の情報を発信

し、多くの児童館就職希望者に会い、施設のより良い運営に活かせる人材採用ができるよう努めています。 

③ 職員は、人事考課やＯＪＴにより児童館全体で新任職員の育成を図るほか、法人の研修や外部研修に参加し、福

祉施設職員としての基礎知識や感染症対策等の児童館運営上必要になる知識を得ることとしています。研修受

講後は、各館の職員会議で研修内容を共有し、受講者本人の理解の深化と、児童館の活動の質の向上に役立て

ています。 
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【評価項目】Ⅱ-２-（2）職員の就業状況に配慮がなされている。 

Ⅱ-２-（2）-① 職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んでいる。  

標準項目 評価 

1 職員の就業状況や意向の把握等にもとづく労務管理に関する責任体制を明確にしている。 〇 

2 職員の有給休暇の取得状況や時間外労働のデータを定期的に確認するなど、職員の就業状況を把握し
ている。 

〇 

3 職員の心身の健康と安全の確保に努め、その内容を職員に周知している。 〇 

４ 定期的に職員との個別面談の機会を設ける、職員の悩み相談窓口を組織内に設置するなど、職員が相

談しやすいような組織内の工夫をしている。 
〇 

５ 職員の希望の聴取等をもとに、総合的な福利厚生を実施している。 〇 

６ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）に配慮した取組を行っている。 〇 

７ 改善策については、福祉人材や人員体制に関する具体的な計画に反映し実行している。 〇 

８ 福祉人材の確保、定着の観点から、組織の魅力を高める取組や働きやすい職場づくりに関する取組を行
っている。 

〇 

【評価項目】Ⅱ-２-（2）について 

講評 

労働時間、休暇などの職員の就業状況の把握と管理を行い、働きやすい環境づくりに向け努力してい
ます 

① 法人本部は、職員の有給休暇の取得や時間外労働の状況を各館の館長が管理し、法人本部に報告することで

把握しています。職員の勤務状況によっては、有休休暇の取得指示を出したり、日常の効率的な運営を目指した

聞き取りを行ったりして、働きやすい環境づくりに努めています。 

② 各館館長は、年３回職員面談を行うことになっています。仕事の目標管理の他、職務に関する希望や要望、仕事

上の悩み相談などの話をして職員の個別状況の把握に努めています。また、日ごろから職員との会話などでコミ

ュニケーションを図るなど、職員の状態に気を配るように心がけています。 

③ 有給休暇、夏季休暇などの取得の奨励、育児短時間勤務を 3 歳までから小学校入学前までに引き上げるなど、

職員の生活やライフステージの変化で生じる様々な事項に対応できるよう仕組を整え、働きやすい環境づくりに

努めています。 

 

【評価項目】Ⅱ-２-（3）職員の質の向上に向けた体制が確立されている。 

Ⅱ-２-（３）-① 職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている。 

標準項目 評価 

1 職員一人ひとりの目標管理のための仕組みが構築されている。 〇 

2 個別面接を行う等組織の目標や方針を徹底し、コミュニケーションのもとで職員一人ひとりの目標が設定

されている。 
〇 

３ 職員一人ひとりが設定した目標について、中間面接を行うなど、適切に進捗状況の確認が行われている。  〇 

４ 職員一人ひとりが設定した目標について、年度当初・年度末（期末）面接を行うなど、目標達成度の確認

を行っている。  
〇 

 

Ⅱ-２-（３）-② 職員の研修に関する基本方針や計画が策定され、研修が実施されている。 

標準項目 評価 

1 組織が目指す児童館活動を実施するために、研修に関する基本方針や計画の中に、「期待する職員像」

を明示している。 
〇 
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2 現在実施している児童館活動の内容や目標を踏まえて、研修に関する基本方針や計画の中に、組織が職
員に必要とされる専門技術や専門資格を明示している。 

〇 

3 研修が日常活動に生かされるように、職員全員が子どもの理解と課題を共有し対応を協議する機会を設
けている。 

〇 

４ 策定された研修計画にもとづき、研修が実施されている。 〇 

５ 定期的に計画の評価と見直しを行っている。 〇 

６ 定期的に研修内容やカリキュラムの評価と見直しを行っている。 〇 

 

Ⅱ-２-（３）-③ 職員一人ひとりの研修の機会が確保されている。 

標準項目 評価 

1 個別の職員の知識、技術水準、専門資格の取得状況等を把握している。 〇 

2 新任職員をはじめ職員の経験や習熟度に配慮した個別的な OJT が適切に行われている。 〇 

3 階層別研修、職種別研修、テーマ別研修等の機会を確保し、職員の職務や必要とする知識・技術水準に
応じた研修 を実施している。 

〇 

４ 外部研修に関する情報提供を適切に行うとともに、参加を勧奨している。 〇 

５ 職員一人ひとりが、研修の場に参加できるよう配慮している。 〇 

【評価項目】Ⅱ-２-（３）について 

講評 

職員の研修計画策定と受講しやすい環境を整えることにより、一人ひとりの資質向上に努めています 

① 職員一人ひとりの仕事への姿勢を明らかにするとともに、資質向上を図るため、人事考課制度、目標達成シート

を導入し、職員の職務上の目標の自己管理と館長との共有を図っています。新任職員や異動職員に関しては、新

たな環境での仕事となることから、ＯＪＴ制度により職員の目標を共有し、各館の運営の流れ等の習得を図ってい

ます。 

② 法人の「職員信条」を職員の名札の裏面に配して、常に職員としての心構えを意識して職務に当たるように促し

ています。法人では「キャリアに応じた研修一覧」をまとめており、各児童館はこれを参考にして研修計画を立て、

各職員のキャリアと必要性に基づいた研修参加の管理をしています。研修参加後は児童館内で受講報告を実施

して知識の共有を行うとともに、研修資料も共有し、児童館の日常活動に活かされるように努めています。 

③ 法人主催の研修以外にも自治体や外部団体が実施する研修情報も積極的に取り入れ、研修計画を策定してい

ます。研修は、職員の勤務時間内に受講できるように計画されシフトも配慮されることで、どの職員も平等に研修

機会を持つことができています。 

 

【評価項目】Ⅱ-２-（４）実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている。 

Ⅱ-２-（４）-① 実習生等の児童館活動に関わる専門職等の教育・育成について体制を 整備し、積極的な取

組をしている。 

標準項目 評価 

１ 実習生等の児童館活動に関わる専門職の教育・育成についてのマニュアルが整備されている。 〇 

２ 実習生については、学校側と、実習内容について連携してプログラムを整備するとともに、実習期間中に

おいても継続的な連携を維持していくための工夫を行っている。 
〇 
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【評価項目】Ⅱ-２-（４）について 

講評 

実習生を受け入れる体制を整えて、児童館を担う人材育成に協力するよう努めています 

① 実習生の受入れのための「実習生受入れの手引き」が作成され、各館はこの手引きを参考にしながら、実習生の

受入れを行います。併せて、個人情報の取扱い、罹患報告といった実習生にも遵守してもらう必要がある事項に

ついて書面化し説明することで、利用者の安全も確保しています。 

② 実習にあたっては、学校の実習担当教員と連携し、本人の学びと成果に繋がるよう実習中に行うプログラムを検

討しています。実習中は学校側から担当教員が来館し、実習生の様子を確認しながら今後の実習の進め方につ

いて再確認する時間を持つなど、実習が学生にとって良い体験となるよう協力をしています。 

 

Ⅱ-３ 運営の透明性の確保 

【評価項目】 Ⅱ-３-（１）運営の透明性を確保するための取組が行われている。 

   Ⅱ-３-（1）-① 運営の透明性を確保するための情報公開が行われている。 

標準項目 評価 

1 ホームページ等の活用により、法人（児童館）の理念や基本方針、提供する活動の内容、事業計画、事業
報告、予算、決算情報が適切に公開されている。 

〇 

2 事業内容について自己評価を行い、その結果を公開するよう努めている。 〇 

3 児童館における地域の福祉向上のための取組の実施状況、第三者評価の受審、苦情・相談の体制や内
容について公表している。 

〇 

４ 第三者評価の受審結果、苦情・相談の体制や内容にもとづく改善・対応の状況について公表している。 〇 

５ 法人（児童館）の理念、基本方針やビジョン等について、社会・地域に対して明示・説明し、法人（児童
館）の存在意義や役割を明確にするように努めている。 

〇 

６ 地域へ向けて、理念や基本方針、児童館で行っている活動等を説明した印刷物や広報誌等を配布してい

る。 
〇 

 

Ⅱ-３-（1）-② 公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われている。 

標準項目 〇 

1 法人（児童館）における事務、経理、取引等に関するルール、職務分掌と権限・責任が明確にされ、職員

等に周知している。 
〇 

2 法人（児童館）における事務、経理、取引等について内部監査を実施するなど、定期的に確認されてい
る。 

〇 

3 法人（児童館）の事業、財務について、外部の専門家による監査支援等を実施している。 〇 

４ 外部の専門家による監査支援等の結果や指摘事項にもとづいて、経営改善を実施している。 〇 

【評価項目】 Ⅱ-３-（１） について 

講評 

財務情報、第三者評価結果などの公表を行うなど、運営の透明性の確保を進めています 

① 法人本部の基本情報は、ホームページに「京都市の社協基本構想」などの運営理念、事業計画・予算、事業報

告・決算等が掲載されており、誰でも確認ができるようになっています。 

② 法人本部の事務・経理等については、監査法人を導入して定期的に監査が行われています。また、毎年法人運営
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館の中から２館が監査法人の訪問を受け、ヒアリングと確認を受け事務や金銭管理などについて指導を受ける

など、透明性の確保に徹底して取組んでいます。 

③ 法人運営の各館は、指定管理の切り替え時を目途に第三者評価を受審することになっています。受審結果は法

人ホームページに掲載しています。また、第三者評価を受審しない館については、利用者共通アンケートを行い、

これを基に年度末に総括し、改善点を検討するなど、次年度の運営に繋げています。また、利用者アンケートの結

果は利用者にフィードバックしています。 

 

Ⅱ-４ 地域との交流、地域貢献 

【評価項目】 Ⅱ-４-（１）地域との関係が適切に確保されている。 
   Ⅱ-４-（1）-① 利用者と地域との交流を広げるための取組を行っている。 

標準項目 評価 

1 地域との関わり方について基本的な考え方を文書化している。 〇 

2 活用できる社会資源や地域の情報を収集し、掲示板の利用等で利用者に提供している。 〇 

3 利用者の個別的状況に配慮しつつ地域の行事や活動に参加する際、必要があれば職員やボランティア
が支援を行う体制が整っている。 

〇 

４ 児童館や利用者への理解を得るために、地域の人々と利用者との交流の機会を定期的に設けている。 〇 

５ 個々の利用者のニーズに応じて、地域における社会資源を利用するよう推奨している。 〇 

６ 地域住民等が児童館を活用できるように働きかけることなどにより、児童館の周知を図るとともに、地域
の人材・組織等との連携・協力関係を築いている。 

〇 

 

Ⅱ-４-（1）-② ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立している。  

標準項目 評価 

1 ボランティア受入れに関する基本姿勢を明文化している。 〇 

2 地域の学校教育等への協力（職場体験、触れ合い授業等）について基本姿勢を明文化している。 〇 

3 ボランティア受入れについて、登録手続、ボランティアの配置、事前説明等に関する項目が記載されたマ

ニュアルを整備している。 
〇 

４ ボランティアに対して利用者との交流を図る視点等で必要な研修、支援を行っている。 〇 

【評価項目】 Ⅱ-４-（１） について 

講評 

地域の子どもの育ちに関わる拠点となり、利用者と地域との繋がりを築きながら運営するよう努めてい
ます 

① 法人本部では、児童館事業を「地域の子育て支援の拠点」として位置づけています。運営館 34 館は遊びなどを

通した地域の子どもの健全育成と放課後児童クラブ事業、乳幼児子育て家庭の支援など、それぞれの地域の実

情に合わせながら、子どもと子育て家庭の支援に取組み、このことを法人ホームページ等で紹介しています。 

② 館長が小学校の運営協議会や、自治連合会等の会議に積極的に出席し、地域の子どもの育成について意見交

換をする機会を持っています。また、こうした機会に児童館への協力を依頼したり、児童館の資源の活用について

案内したりして、児童館と地域との良い関係が築けるよう努めています。 

③ 法人本部では、ボランティアセンターが設置され、ボランティア活動の普及・促進に努めています。児童館に対し

ては「ボランティア受け入れの手引き」「ボランティアの手引き」を用意しており、受入れる児童館とボランティア
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に対して、ボランティアを受け入れる意義、ボランティアの際の注意事項などについて示し、双方の理解を深め、

活動がスムーズに行えるよう支援をしています。 

 

【評価項目】 Ⅱ-４-（２）関係機関との連携が確保されている。 

   Ⅱ-４-（２）-① 児童館として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適切に行われている。 

標準項目 評価 

1 当該地域の関係機関・団体について、個々の利用者の状況に対応できる社会資源を明示したリストや資料
を作成している。 

〇 

2 職員会議で説明するなど、職員間で情報の共有化が図られている。 〇 

3 関係機関・団体と定期的な連絡会等を行っている。 〇 

４ 地域の関係機関・団体の共通の問題に対して、解決に向けて協働して具体的な取組を行っている。 〇 

【評価項目】 Ⅱ-４-（２） について 

講評 

地域の社会資源と必要な連携を図りながら、地域・利用者のニーズや課題の対応を図っています 

① 各児童館では、地域の小・中学校、保育園のほか、各区の子どもはぐくみ室や児童相談所など、利用者のニーズ

や課題に応じて連携と情報の共有等を行っています。また、地域の民生・児童委員、自治連合会、少年補導など

の団体も地域の実情に応じて連携関係を持っています。こうした社会資源は事務室に連絡先が貼りだされていた

り、一覧化したりなど各館が利用しやすい形でまとめられています。 

② 社会資源の情報は上記①のようにまとめてあり、利用者支援に関わる重要事項のため、職員全員で共有して活

用できるようにしてあります。 

③ 現在通学している子どもや卒園児がいる、小学校、保育所とは常日頃から連絡を取り合い、子どものことについ

て情報交換をすることができる関係にあります。また、要保護児童対策地域協議会、地域子育て支援ステーショ

ン事業などに参画し、定期的に関わる機関・団体もあります。児童館では児童館運営協力会を持っており、定期

的に児童館の運営について説明、ご意見をいただいたり、情報交換をしたりする場を持っています。 

 

【評価項目】 Ⅱ-４-（３）地域の福祉向上のための取組を行っている。 

   Ⅱ-４-（３）-① 地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている。 

標準項目 評価 

1 法人（児童館）が実施する事業や運営協議会の開催、関係機関・団体との連携、地域の各種会合への参

加、地域住民との交流活動などを通じて、地域の福祉ニーズや生活課題等の把握に努めている。 
〇 

 

Ⅱ-４-（３）-② 地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている。   

標準項目 評価 

１ 把握した地域の福祉ニーズ等にもとづいた具体的な事業・活動を、計画等で明示している。 〇 

２ 多様な機関等と連携して、社会福祉分野のみならず、地域コミュニティの活性化やまちづくりなどにも貢献

している。 
〇 

３ 法人（児童館）が有する福祉サービスの提供に関するノウハウや専門的な情報を、地域に還元する取組を
積極的に行っている。 

〇 

４ 地域の防災対策や、被災時における福祉的な支援を必要とする人びと、住民の安全・安心のための備えや
支援の取組を行っている。 

〇 
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【評価項目】 Ⅱ-４-（３） について 

講評 

子どもを中心とした地域の福祉向上に向けて、地域の様々な機関・団体と連携・協働しています 

④ 各児童館に設定されている児童館運営協力会には、地域の様々な団体に関わっていただいており、定期的に児

童館の運営について説明し、ご意見や情報の聴取、相互の協力について話をする機会があります。 

⑤ 地域子育て支援ステーション事業の基幹ステーションとして、小学校域の子育て関係機関の中心となって、情報

交換、協働事業などに取組んでいます。また、民生委員が行う地域の子育てサロンの運営に協力するなど、地域

子育て支援の核としての役割を果たしています。 

⑥ 法人本部では「災害に強い福祉のコミュニティづくり」を基本構想に掲げ、地域の防災訓練に参加したり、被災

時は利用者を小学校へ避難誘導する想定を小学校へ伝えたりするなど、利用者の安全確保に努めています。ま

た、京都市の「災害時における子どもの一時預かり等の協力に関する協定書」により、災害時は地域からの要請

により避難所への職員派遣や、放課後児童クラブ登録児童以外の子どもの預かりを行うことになっています。 
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≪Ⅲ 適切な福祉サービスの実施≫ 

Ⅲ-１ 利用者本位の福祉サービス  

【評価項目】 Ⅲ-１-（１） 利用者を尊重する姿勢が明示されている。 

   Ⅲ-1-（1）-① 利用者を尊重した児童館活動について共通の理解をもつための取組を行っている。 

標準項目 評価 

1 理念や基本方針に、利用者を尊重した児童館活動の実施について明示し、職員が理解し実践するための

取組を行っている。 
〇 

2 利用者を尊重した児童館活動の提供に関する「倫理綱領」や規程等を策定し、職員が理解し実践するた
めの取組を行っている。 

〇 

3 利用者を尊重した児童館活動の提供に関する基本姿勢が、個々の活動の標準的な実施方法等に反映さ
れている。 

〇 

4 利用者の尊重や基本的人権への配慮について、組織で勉強会・研修を実施している。 〇 

５ 利用者の尊重や基本的人権への配慮について、状況を把握する仕組みがあり、必要に応じて対応を図っ
ている。 

〇 

 

Ⅲ-1-（1）-② 利用者のプライバシー保護に配慮した児童館活動が行われている。 

標準項目 評価 

1 利用者のプライバシー保護について、社会福祉事業に携わる者としての姿勢・責務等を明記した規程・マ
ニュアル等が整備され、職員への研修によりその理解が図られている。 

〇 

2 規程・マニュアル等にもとづいて、子どもの利益に反しない限りにおいて、プライバシーに配慮した児童館
活動が実施されている。 

〇 

3 利用者にプライバシー保護に関する取組を周知している。 〇 

【評価項目】 Ⅲ-１-（１） について 

講評 

利用者一人ひとりの権利擁護の徹底に向けた取組みがあります 

① 法人本部では、「京都市の社協基本構想」の中で、基本目標を『共に生きるまち「京都」の実現』とし、「一人ひと

りがその人らしく輝く」を地域共生社会の視点として取り上げています。児童館においても、一人ひとりの子ども

の育ちと、家庭の状況に応じた支援を地域社会との連携を紡ぎながら実践するよう努めています。 

② 法人本部では、「社協児童館 職場倫理マニュアル」「職場倫理チェックシート」を策定しており、各児童館で読み

合わせを行って職員間の認識を共有するよう伝えています。また、このマニュアルには児童館で起こりうる倫理と

して問題となる 19 の事例が明示されており、各館で事例検討を行って理解を深めるようにしています。 

③ 法人本部でプライバシーポリシーを策定しており、児童館の個人情報保護の取組みとして掲示しています。また、

児童館たより等で子どもの写真を使用する場合に向けて、事前に保護者に説明を行って納得の上で同意書を提

出していただくこととしています。 

 

【評価項目】 Ⅲ-１-（２） 福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている。 

   Ⅲ-1-（２）-① 利用希望者に対して児童館を利用するために必要な情報を積極的に提供している。 

標準項目 評価 

1 理念や基本方針、実施する児童館活動の内容や児童館の特性等を紹介した資料を、公共施設等の多く

の人が入手できる場所に置いている。 
〇 

2 組織を紹介する資料は、言葉遣いや写真・図・絵の使用等で誰にでもわかるような内容にしている。 〇 
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3 児童館の利用希望者については、個別にていねいな説明を実施している。 〇 

4 児童館で行われている事業等への見学、体験利用等の希望に対応している。 〇 

５ 利用希望者に対する情報提供について、適宜見直しを実施している。 〇 

 

Ⅲ-1-（２）-② 児童館活動の開始・変更にあたり利用者にわかりやすく説明している。 

標準項目 評価 

1 児童館活動の開始・変更時の活動の内容に関する説明と同意にあたっては、利用者の自己決定を尊重し
ている。 

〇 

2 児童館活動の開始・変更時には、利用者がわかりやすいように工夫した資料を用いて説明している。 〇 

3 説明にあたっては、利用者等が理解しやすいような工夫や配慮を行っている。 〇 

4 児童館活動の開始・変更時には、利用者等の同意を得たうえでその内容を書面で残している。 〇 

５ 配慮が必要な利用者への配慮についてルール化され、適正な説明、運用が図られている。 〇 

【評価項目】 Ⅲ-１-（２） について 

講評 

児童館の活動内容などについて、利用者へのわかりやすい説明を心がけています 

① 法人本部共通の児童館案内パンフレットの様式を準備しています。各館ではこの様式を基にしてパンフレットを作

成しています。パンフレットには児童館の役割・方針と活動内容、利用概要、館内図を明示し、玄関などの自由に

手に取れる場所に配架しています。 

② 始めて利用する来館者には積極的に声を掛け、パンフレットを直接お渡しして、利用に困らないように必要な説明

を行います。放課後児童クラブは、毎年度末に保護者対象の登録説明会を行いますが、その際には法人本部共

通の「学童クラブ入会のご案内」を利用して説明しています。 

③ 利用者への説明に使用する案内等の資料は、京都市の対応変更や館長の意見を確認・参考にして、毎年、法人

本部で見直しと変更を行っています。利用者に対する説明は、各館の館長が利用者の状況を見ながらわかりやす

い説明を心がけています。必要に応じて法人本部が館長の相談に応じ、より適切な案内ができるよう対応してい

ます。 

 

【評価項目】 Ⅲ-１-（３） 利用者満足の向上に努めている。 

   Ⅲ-1-（３）-① 利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている。 

標準項目 評価 

1 利用者満足に関する調査が定期的に行われている。 〇 

２ 利用者満足を把握し、児童館活動の充実を図る目的で、運営協議会等を設置し、職員等が出席している。 〇 

３ 利用者満足に関する調査の担当者等の設置や、把握した結果を分析・検討するために、利用者参画のも
とで検討会議の設置等が行われている。 

－ 

４ 分析・検討の結果にもとづいて具体的な改善を行っている。 〇 
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【評価項目】 Ⅲ-１-（３） について 

講評 

利用者共通アンケートを実施して、改善・検討を行う仕組みが全館に行き渡っています 

① 各児童館では、法人本部が設定している「利用者共通アンケート」を年１回実施しています。保護者、小学生、中

高生を対象としています。また、放課後児童クラブ向け、乳幼児クラブ保護者向けなど、各館で適時必要なアンケ

ートを実施してニーズの把握に努めています。 

② 法人本部では地域の各種団体が構成メンバーとなる児童館運営協力会の各館設置を進めています。３５館の運

営館のうち２５館の設置があり、未設置館も設置が実現できるよう児童館に対して支援を行っています。運営協

力会開催の際にはできる限り館長が出席し、児童館の活動内容を説明するとともに、メンバーから地域の子ども

情報や意見などを聴取し、児童館の運営に活かしています。 

③ 上記①、②などで得た結果は、各館で総括などの際の貴重な資料となるほか、法人本部で総合的に分析され、

各館に情報共有される仕組みですが、利用者の参画による結果の分析・検討は確認できませんでした。 

 

【評価項目】 Ⅲ-１-（４） 利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている。 

   Ⅲ-1-（４）-① 苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している。 

標準項目 評価 

1 苦情解決の体制（苦情解決責任者の設置、苦情受付担当者の設置、第三者委員の設置や解決に向けた
手順の整理）が整備されている。 

〇 

2 苦情解決の仕組みをわかりやすく説明した掲示物が掲示され、資料を利用者等に配布し説明している。 〇 

3 苦情記入カードの配布やアンケート(匿名)を実施するなど、利用者等が苦情を申し出しやすい工夫を行っ
ている。 

〇 

4 苦情内容については、受付と解決を図った記録が適切に保管されている。 〇 

５ 苦情内容に関する検討内容や対応策については、利用者等に必ずフィードバックしている。 〇 

６ 苦情内容及び解決結果等は、苦情を申し出た利用者等に配慮したうえで、公表している。 〇 

７ 苦情相談内容にもとづき、児童館活動の質の向上に関わる取組が行われている 〇 

 

Ⅲ-1-（４）-② 利用者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、利用者等に周知している。 

標準項目 評価 

1 利用者が相談したり意見を述べたりする際に、複数の方法や相手を自由に選べることをわかりやすく説明

した文書を作成している。 
〇 

2 利用者等に、その文書の配布やわかりやすい場所に掲示する等の取組を行っている。 〇 

3 相談をしやすい、意見を述べやすいスペースの確保等の環境に配慮している。 〇 

 

Ⅲ-1-（４）-③ 利用者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している。 

標準項目 評価 

1 職員は、日々の児童館活動において、利用者が相談しやすく意見を述べやすいように配慮し、適切な相談
対応と意見の傾聴に努めている。 

〇 

2 意見箱の設置、アンケートの実施等、利用者の意見を積極的に把握する取組を行っている。 〇 

3 相談や意見を受けた際の記録の方法や報告の手順、対応策の検討等について定めたマニュアル等を整
備している。 

〇 

4 職員は、把握した相談や意見について、状況を速やかに説明することを含め迅速な対応を行っている。 〇 

５ 意見等にもとづき、児童館活動の改善に向けた取組を行っている。 〇 
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６ 対応マニュアル等の定期的な見直しを行っている。 〇 

 

【評価項目】 Ⅲ-１-（４） について 

講評 

利用者が要望や苦情の申し出をしやすい環境をつくり、迅速な対応と質の向上に役立てています 

① 法人本部が「苦情解決規則」を策定しており、これに基づいて各運営館で苦情解決に対応する体制も整っていま

す。利用者が要望や苦情を申し出ることができることは、児童館の玄関口に掲示をして知らせています。 

② 利用者から申し出があった要望や苦情に対しては、内容に応じて迅速な対応を心がけています。その内容につい

ては、職員会議で共有と分析、対応方法の検討を行い質の向上に繋げています。対応の記録は、法人共通の様

式に経過を含めて記録される仕組みとなっており、各館で蓄積されています。すべての館で共通に対応を図った

方がよい内容の場合は、グループ館長会等で共有されそれぞれの館の質の向上に役立てられます。 

③ 利用者からの相談は、立ち話で話を聴くような件から、場を設ける必要のあるような課題までありますが、いつで

も受け付ける体制です。場を設ける必要がある場合は、児童館の限られたスペースで行うため、利用者が少ない

時間帯を選んで設定するなどの相談者への配慮に努めています。また、日頃からの利用者との信頼関係の構築

に気を配り、敷居が低く、話しかけたり、相談したりしやすい雰囲気づくりを心がけています。 

 

【評価項目】 Ⅲ-１-（５） 安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている。 

   Ⅲ-1-（５）-① 安心・安全な児童館活動の提供を目的とするリスクマネジメント体制が構築されている。 

標準項目 評価 

1 リスクマネジメントに関する責任者の明確化（リスクマネジャーの選任・配置）、リスクマネジメントに関す
る委員会を設置するなどの体制を整備している。 

〇 

2 事故発生時の対応と安全確保について責任、手順（マニュアル）等を明確にし、職員に周知している。 〇 

3 利用者の安心と安全を脅かす事例の収集が積極的に行われている。 〇 

4 収集した事例をもとに、職員の参画のもとで発生要因を分析し、改善策・再発防止策を検討・実施する等

の取組が 行われている。 
〇 

５ 職員に対して、安全確保・事故防止に関する研修を行っている。 〇 

６ 事故防止策等の安全確保策の実施状況や実効性について、定期的に評価・見直しを行っている。 〇 

７ 来館時、帰宅時の安全対策について、保護者への協力を呼びかけ、地域の関係機関・団体等と連携した

不審者情報の共有や見守り活動など地域ぐるみの安全確保策を講じている。 
〇 

 

Ⅲ-1-（５）-② 感染症の予防や発生時における利用者の安全確保のための体制を整備し、取組を行ってい 

る。 

標準項目 評価 

1 感染症対策について、責任と役割を明確にした管理体制が整備されている。 〇 

2 感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を作成し、職員に周知徹底している。 〇 

3 担当者等を中心にして、定期的に感染症の予防や安全確保に関する勉強会等を開催している。 〇 

4 感染症の予防策が適切に講じられている。 〇 

５ 感染症の発生した場合には対応が適切に行われている。 〇 

６ 感染症の予防と発生時等の対応マニュアル等を定期的に見直している。 〇 
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Ⅲ-1-（５）-③ 災害時における利用者の安全確保のための取組を組織的に行っている。 

標準項目 評価 

1 災害時の対応体制が決められている。 〇 

2 立地条件等から災害の影響を把握し、建物・設備類、福祉サービス提供を継続するために必要な対策を
講じている。 

〇 

3 利用者及び職員の安否確認の方法が決められ、すべての職員に周知されている。 〇 

4 食料や備品類等の備蓄リストを作成し、管理者を決めて備蓄を整備している。 － 

５ 防災計画や事業継続計画（BCP）等を整備し、地元の行政をはじめ、学校、消防署、警察、自治会、福祉
関係団体等と連携するなど、体制をもって訓練を実施している。 

〇 

【評価項目】 Ⅲ-１-（５） について 

講評 

利用者の安全確保のためのマニュアル整備と適時の更新が進められています 

① 法人本部で各館共通の「事故対応マニュアル」を策定し、法人本部が管理するインターネットアプリで職員がい

つでも確認が可能なようにして活用されています。また、各館では緊急時に必要となる手順のフロー化や、連絡

先を一覧化して掲示するなど、必要な時に慌てずに対応ができるように工夫しています。 

② 利用者の事故やヒヤリとした事案については、事故報告書やヒヤリハット報告書に記入して、報告をすることにな

っています。その内容は必ず児童館内で共有・原因分析され、再発の防止や未然の防止に繋げています。また、

情報は法人本部で収集し、法人が実施する各館の主任を対象とする主任研修での事例検討の機会に、各館へ

の情報と再発防止策の共有を行うなど役立てられています。 

③ 感染症対策や災害時対応などについてもマニュアルの策定、職員研修の実施などの対策を施しています。感染

症に関しては、国や自治体が定める方針やルールを遵守して、適時施設運営、利用者対応が進められています。

また、社会状況にあわせて最新の対応が図れるよう、常にマニュアルの見直しを行っています。 

 

Ⅲ-２ 福祉サービスの質の確保 

【評価項目】 Ⅲ-２-（１） 提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している。 

   Ⅲ-２-（1）-① 児童館活動について標準的な実施方法が文書化され活動が提供されている。 

標準項目 評価 

1 標準的な実施方法が適切に文書化されている。 〇 

2 標準的な実施方法には、利用者の尊重、プライバシーの保護や権利擁護に関わる姿勢が明示されてい

る。 
〇 

3 標準的な実施方法について、研修や個別の指導等によって職員に周知徹底するための方策を講じてい
る。 

〇 

4 標準的な実施方法にもとづいて実施されているかどうかを確認する仕組みがある。 〇 

 

Ⅲ-２-（1）-② 標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している。  

標準項目 評価 

1 児童館活動の標準的な実施方法の検証・見直しに関する時期やその方法が組織で定められている。 〇 

2 児童館活動の標準的な実施方法の検証・見直しが定期的に実施されている。 〇 

3 検証・見直しにあたり、職員や利用者等からの意見や提案が反映されるような仕組みになっている。 〇 
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【評価項目】 Ⅲ-２-（１） について 

講評 

職員が行うべき実施方法や手順、活動内容は各館の状況に応じて決め、改善検討が必要な際も適時

対応する体制です 

① 各館の活動内容は、京都市児童館活動指針に示されている「子ども育成」、「子育て家庭支援、「地域福祉促

進」を柱として、これに沿って計画・検討されています。日常的に行う事項や全職員が最低限行わなければならな

い事項については、各館の利用者や地域の状況に応じてルール化され、全職員が同一に対応できるよう努めて

います。 

② 活動の実施状況は、児童館日誌、学童クラブ日誌、月間活動報告書などに記録し、特に詳細を残す必要がある

事項は別記してファイリングするなど職員間で情報の共有が確実に図られるように各館で工夫しています。また、

月間活動報告書は法人本部への提出が義務付けられており、法人本部が館の活動内容を確認する仕組みとな

っています。 

③ 実施方法や活動内容の振り返りを毎年度末に行います。法人本部が行う共通アンケート、事業ごとアンケート、日

常の利用者の声、職員の意見を反映して一年間の総括を行った上で、検証・改善の検討・新たな計画を立案しま

す。また、直ぐに対応が必要な事項は、日々の職員ミーティングで情報共有と意見交換が行われ直ちに改善が図

れるよう心がけています。 

 

【評価項目】 Ⅲ-２-（２） 福祉サービス実施の記録が適切に行われている。 

   Ⅲ-２-（２）-① 児童館活動の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共有化されている。 

標準項目 評価 

1 日常の利用状況や活動の内容等を、組織が定めた統一した様式によって把握し記録している。 〇 

2 計画等にもとづく児童館活動が実施されていることを記録により確認することができる。 〇 

3 記録する職員で記録内容や書き方に差異が生じないように、記録要領の作成や職員への指導等の工夫
をしている。 

〇 

4 組織における情報の流れが明確にされ、情報の分別や必要な情報が的確に届くような仕組みが整備され
ている。 

〇 

５ 情報共有を目的とした会議の定期的な開催等、部門横断での取組がなされている。 〇 

６ パソコンのネットワークシステムを利用や記録ファイルの回覧等を実施して、事業所内で情報を共有する

仕組みが整備されている。 
〇 

 

Ⅲ-２-（２）-② 利用者に関する記録の管理体制が確立している。 

標準項目 評価 

1 個人情報保護規程等により、利用者の記録の保管、保存、廃棄、情報の提供に関する規定を定めている。 〇 

2 個人情報の不適正な利用や漏えいに対する対策と対応方法が規定されている。 〇 

3 記録管理の責任者が設置されている。 〇 

4 記録の管理について個人情報保護の観点から、職員に対し教育や研修が行われている。 〇 

５ 職員は、個人情報保護規程等を理解し、遵守している。 〇 

６ 個人情報の取扱いについて、利用者に説明している。 〇 
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【評価項目】 Ⅲ-２-（２） について 

講評 

日々の記録の電子化を図りアクセス権限などの情報の保護管理を徹底して、適切な情報の蓄積と活用

に努めています 

① 法人本部は、各館に対して日々の活動記録を共通のフォームで電子データとして入力・記録することを義務付け

ています。記録はキーワードで個人別記録などに集約できるよう書き方を共通化しており、入力のための研修を

行って、共有と整理の効率化を図るように努めています。 

② 法人の仕組みとして法人内各部が出席する合同会議、担当部長連絡会、館長会議がそれぞれ実施されることに

なっています。これにより、法人からの情報の共有や指示が各館に下ろされる仕組みになっています。 

③ 法人では「個人情報取り扱いハンドブック」を作成しており、個人情報保護のための仕組みの確立と職員への徹

底を図っています。各館では、ネットワークにより情報共有や確認の効率化を図りながらも、情報へのアクセス権

限の設定や守秘義務の徹底、誓約書への記名などにより、慎重な個人情報管理を行っています。 
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≪児童館の活動内容に関する事項≫ 

1、児童館の施設特性 

【評価項目】 １－（１） 施設の基本特性が児童館の理念と目的に基づいて設定されている。 

標準項目 評価 

1 子どもが自らの意思でひとりでも利用することができている。 〇 

2 子どもが遊ぶことができている。 〇 

3 子どもが安心してくつろぐことができている。 〇 

4 子ども同士にとって出会いの場になることができている。 〇 
５ 年齢等の異なる子どもが一緒に過ごし、活動を共にすることができている。 〇 
６ 子どもが困ったときや悩んだときに、職員に相談できるようになっている。 〇 

【評価項目】 １－（１）について 

講評 

子どもがいつでも安心して利用できるように、来館・参加しやすい環境づくりに努めています 

① 児童館だよりを該当小学校に全世帯配布して、いつでも遊びに行くことができることを発信するよう努めていま

す。また、中学校にはたよりやポスターの掲示を依頼し、利用の促進を図る努力をしています。 

② 児童館のホームページ、パンフレットや「小野児童館ってこんなとこだよ」などで、児童館でできること、遊びなど

について紹介しています。小学校の一角に設置されている児童館なので、掲示板などを活用して外部に向けて、

乳幼児親子や中・高校生世代に向けたメッセージを発信するなど、小学生以外の利用者も立ち寄りやすくなる工

夫をされることを期待します。 
③ 放課後児童クラブでは、異年齢交流が自然と行われます。また、行事は異年齢交流の機会になっています。土曜

日には中学生が来館することもあり、遊びのボランティアとして関わりがあります。自由来館児童の居場所となっ

たり、遊びをとおした出会いや交流の機会を増加するための取組みや工夫が望まれます。 

 

【評価項目】 １－（２） 児童館の特性である、拠点性、多機能性、地域性を発揮している。 

標準項目 評価 

1 地域における子どもの居場所になっている。 〇 

2 
職員が日常的に子どもと関わり、子どものあらゆる課題に直接対応し、必要に応じて関係機関に橋渡しし

ている。 
〇 

3 
児童館が地域の人々に見守られた安心・安全な環境となっており、そこで子どもが自ら成長していくこと
ができている。 

〇 

4 子どもの発達に応じて地域全体へ活動を広げている。 〇 
５ 住民や関係機関等と連携して、地域における子どもの健全育成の環境づくりを進めている。 〇 

【評価項目】 １－（２）について 

講評 

地域の団体・機関と協力・連携を図り、子どもの安心・安全な居場所として機能しています 

① 児童館は、もともと地域の方々の要望により設置が実現した経緯があるため、民生児童委員、自治連合会など地
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域の多数の団体との関わりを持ちながら運営されています。また、４月当初には、子どもたちが児童館から帰る際

の見守りに協力いただいたり、学区社会福祉協議会との共催事業を実施したりするなど、具体的な子どもとの関

わりと見守りがあります。 

② 児童館の各部屋には職員が配置され、子どもが安全に遊ぶことができるように見守り、必要に応じて子ども間の

仲立ちをしたり、声掛けをしたりするなど、子どもの遊び支援と子どもが職員に話しかけやすい環境づくりに努め

ています。 
③ 民生児童委員や小学校から、困りを持つ子どもの情報が入ることもあり、関係機関と連携して支援しています。ま

た、児童館運営協力会を中心に、常に地域の方々と子どもの情報を共有し、地域の子育て世帯の居住状況や交

通事故の多発箇所、不審者情報などの共有を図り、健全育成の環境づくりに努めています。 
 

【評価項目】 １－（３） 子どもの権利を保障するための取組が徹底されている。 

標準項目 評価 

1 子どもの思想・信教の自由について、最大限に配慮し保障している。 〇 
2 子どもに影響のある事柄に関して、子どもが意見を述べ参加できるような機会を設けている。 〇 
3 子ども自身が子どもの権利を知る機会が設けられている。 〇 
4 子どもの権利擁護について、規程・マニュアル等が整備され、職員の理解が図られている。 〇 
５ 権利侵害の防止と早期発見のための具体的な取組を行っている。 〇 

【評価項目】 １－（３）について 

講評 

子ども実行委員会を設け、子どもが主体的に行事に取組む仕組みがあります 

① 子どもが意見を表明する機会として、行事実施の際に「子ども実行委員」を設ける取組みをしています。スタッフ

を募集し、スタッフ会議で意見を出し合って、分担や出し物を決めたり、広報のポスターを作成したり、などを行い

ます。今後、児童館でやりたいこと、遊びのルールなども子どもたちが自由に話し合えるような取組みになること

も期待されます。 

② 人権月間には、子どもの権利について子ども自身が考え、理解することが容易になるように、関連題材の紙芝居

や絵本を用いるなど、年齢に合わせた内容で伝える努力をしています。 
③ 法人本部で運営児童館共通の「職場倫理マニュアル」を整備しています。法人本部により、研修の実施が推奨さ

れており、職員会議やミーティングの中でテキスト事例による検討をしています。また、日々のトラブルが発生して

しまった中でも、マニュアルを意識した話し合いを徹底しています。 

 

2、遊びによる子どもの育成 

【評価項目】 ２－（１） 子どもの発達の特徴や発達過程を理解し、一人ひとりの心身の状態を把握して子どもの育 

成を行っている。 

標準項目 評価 

1 職員が、子どもの発達の一般的な特徴や発達過程について、研修等を通じて学んでいる。 〇 
2 子ども一人ひとりの発達特性を把握し、発達の個人差を踏まえて適切な支援を行っている。 〇 
3 遊び及び生活の場で、その時々の一人ひとりの心身の状態に気を配りながら、子どもと信頼関係を築くよ

う努めている。 
〇 

4 子どもへの対応について、個々の事例に関する検討が職員間で行われている。 〇 
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【評価項目】 2－（１）について 

講評 

子どもの発達過程を理解し、子ども一人ひとりの発達特性を把握した支援に努めています 

① 子どもの発達に関わる学びは、京都市児童館学童連盟や外部団体が実施する研修会などに職員の積極的な参

加を促しています。また、日々の子ども対応で得る気づきや職員間の話合いも学習機会となっています。 

② 放課後児童クラブ登録児童の個別的な発達特性を把握する手段として、児童台帳、個別支援シートがあります。

また、特に配慮を要する子どもや、気になる子どもについては、小学校から聞き取りを行う連携があります。取得

した情報は個人別に管理し、職員間での情報共有が図られ支援に活かされています。 
③ 特に配慮を要する子どもや対応が困難なケースについては、市の統合育成に関わる巡回指導の先生を招いたケ

ース検討を行い、アドバイスをもらうことで、全職員共通の理解のもと支援をしています。また、保護者とも連携や

必要な情報交換を行っており、家庭との連続性に配慮した支援を心がけています。 

 

【評価項目】 ２－（2） 子どもが自ら遊びを作り出したり遊びを選択できるようにしている。 

標準項目 評価 

1 子どもが自ら遊びを作り出せるよう、環境を整えている。 〇 
2 子どもが自由に遊びを選択できるようになっている。 〇 
3 空間や図書、玩具、遊具等が、子どもの発想で自由に安全に遊べるように工夫されている。 〇 
4 子どもが自発的・創造的に活動できるよう、対応や働きかけについて職員間で確認しあっている。 〇 

【評価項目】 2－（2）について 

講評 

限られた空間の中で、子どもが自由に遊ぶことができるように環境設定の工夫に努めています 

① 日常的には、子どもたちは児童館内の各室で自由に遊ぶことができ、それぞれの発想でやりたいことをして遊ん

でいます。行事の場合は、実行委員会形式を取ったり、スタッフを募集したりするなど、子どもが行事の内容を決

めて取組む機会を設けています。みんな遊びの際も、子どもが遊びの内容を決めています。 

② 限られた空間で子どもが自由に遊びを展開できるように、安全確保のために遊び場所を区切らなければならな

いこともあります。そのような中で、居場所確保のため、階段脇の広めのスペースに特設の図書コーナーを設置し

て寛げるようにするなど、できる限りの工夫をしています。小学校との連携により、校庭遊びができる配慮があり

ますが、3 年生以上でないと使えない取り決めがあり、外遊びの環境確保が課題となっています。 
③ 子どもたちの日々の来館時には、職員が声を掛けながら健康チェックを行います。感染症の予防のためのほか、

子どもの様子を観察し、体調不良や気分の不調などの把握に努め、その日の支援に繋げています。こうした日々

の子どもとのやりとりの中で積極的に声をかけ、必要に応じて一緒に遊ぶなどしっかりと向き合うことで、子ども

との信頼関係が築かれています。 

 

【評価項目】 ２－（３） 子ども同士が同年齢や異年齢の集団を形成して、様々な活動に自発的に取組めるように

援助している。 

標準項目 評価 

1 乳幼児から小学生、中・高校生世代までの幅広い年齢の子どもが日常的に気軽に来館している。 〇 
2 幅広い年齢の子どもが一緒に過ごす場があり、日常的に交流したり一緒に遊んだりする様子が見られる。 〇 
3 職員は、子どもが様々な活動に自発的に取組めるように意識して関わっている。 〇 
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4 職員は、一人ひとりの子どもの仲間集団との関わりについて具体的に把握しており、それぞれの集団の成
長と その中での個人の成長の過程を意識して関わっている。 

〇 

５ 子どもに対する個別・集団の援助について記録し、職員間で事例検討をしている。 〇 
【評価項目】 2－（３）について 

講評 

子どもの集団的・個別的な特性を捉え、記録や職員ミーティングで情報を共有して支援を進めています 

① 午前中は乳幼児親子の利用、午後は小学生が日常的な利用者です。中・高校生世代は利用の受入れ体制はあ

るものの、利用者としての来館は少ないようです。感染症対応のため中止となっていますが、市内中学校が実施

する「生き方チャレンジ体験」の受入れを行っています。こうした繋がりを来館のきっかけとしたいところです。 

② 職員は子どもが様々な遊びに興味をもって、自主的に遊べるように見守り、支援しています。遊べない子どもには

声をかけ、職員も一緒に遊びながら子ども同士の関係を橋渡しするなどの支援をしています。また、遊びを見つけ

たり、広がったりするように、アイディア・ヒントを示す、必要な道具・材料を渡すなど状況に応じた支援に努めて

います。低学年の子どもの中には職員との一対一の対応を求めたり、職員が入らないと遊べない子どももいたり

するため、上級生が遊びをリードできるようにしたいと考えています。 
③ 限られた空間の中での活動となっているため、自ずと子ども間に様々な関係が生じてきます。こうした子ども間の

友人関係や仲間集団の状況は日々の活動の中で把握して、職員会議やミーティングで情報交換をし、個別的に

も・集団的にも成長が臨めるような援助に努めています。児童館日誌、学童日誌に記録し、特に必要とされる場

合には、個別の記録にも記し、子どもの個別的な支援の際の参考としています。 
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３、子どもの居場所の提供 

【評価項目】 ３－（１） 子どもが安全に安心して過ごせる居場所になるような環境づくりや援助を行っている。 

標準項目 評価 

1 乳幼児から中・高校生世代までのすべての子どもが、日常的に気軽に来館できる。 〇 
2 来館する子どもの住所、氏名、年齢、緊急時の連絡先等を、登録するなどの方法で把握に努めている。 〇 
3 乳幼児や障害のある子どもも安心して利用できる環境が整えられている。 〇 
4 利用者がくつろいだり、待ち合わせしたり、自由に交流したりできる空間があり、使いやすい雰囲気であ

る。 
〇 

【評価項目】 ３－（１）について 

講評 

より多くの地域の子どもが利用し、交流できるような取組みを検討することも期待します 

① 午前中の乳幼児親子、小学生は放課後児童クラブ登録児童を中心に、日常的に気軽な来館と利用がされていま

す。中・高校生世代の利用もありますが、限定的な利用に留まっています。小学校時代からの繋がりを大切にし

て、小学校卒業後も居場所として立ち寄れるような環境づくりと、この世代に向けた広報を期待します。 

② 来館初回時には利用者票に記入してもらい、その情報を緊急時の連絡先として利用するようになっています。情

報は鍵のかかる書庫にて厳重に保管されています。 
③ 玄関口から建物の中まで、フラットな構造になっています。また、おむつ替えシートがついた間口の広い多機能ト

イレもあり、乳幼児親子や車いすの方でも利用ができます。小学校に隣接した児童館です。道路から児童館の入

口を臨んだ際に、立ち寄りやすく、親しみやすい雰囲気の演出（わかりやすい情報発信、装飾など）を行い、小学

生以外も利用してよいことをさらに発信することも検討したいところです。 
 

【評価項目】 ３－（2） 中・高校生世代の利用に対する援助がある。 

標準項目 評価 

1 中・高校生世代も利用できるようになっている。 〇 
2 中・高校生世代の文化活動やスポーツ活動等に必要なスペースや備品がある。 〇 

3 中・高校生世代が自ら企画する活動がある。 － 

4 思春期の発達特性について、職員が理解するための取組が行われている。 〇 
【評価項目】 ３－（2）について 

講評 

館の実情に応じた中・高校生世代の利用促進を、一歩ずつでも進めたいところです 

① 中・高校生世代の利用が可能な設定がされています。現在、放課後児童クラブの利用者だった中学生の来館が

あります。一層の利用促進のためにも、この世代に向けた利用案内、児童館だよりなどの広報の作成や、立ち寄

りやすい環境整備を実施することが望まれます。 

② バスケットゴールや卓球台など、中学生に人気のある運動用設備が整えられています。来館中学生の得意なこと

を活かした不定期の「折り紙教室」があり、その子どもの居場所になっています。さらなる、中・高校生世代の活

動の広がりを期待します。 
③ 思春期の発達特性は、研修会の参加により学を得ています。まずは、今後、児童館として中・高校生世代に向けた

取組みを、どのように位置づけ展開していくかについて、職員全員で共通認識を確認する必要がありそうです。 
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４、子どもの意見の尊重 

【評価項目】 ４－（１） 子どもの年齢及び発達の程度に応じて子どもの意見を尊重している。 

標準項目 評価 

1 子どもの年齢や発達の程度に応じて子どもの意見を尊重している。 〇 
2 意見だけでなく子どもの気持ちも汲み取っている。 〇 
3 日常的に子どもの声を拾い、職員間で話し合って、児童館の活動や運営に柔軟に取り入れている。 〇 
4 遊びや行事・イベント等のアイデアが、子どもたちの間から活発に出されている。 〇 

【評価項目】 ４－（１）について 

講評 

「学年会議」「みんな遊び」などの子どもの意見が活かされる取組みもあります 

① 職員は日頃より、子どもの話に耳を傾け、その時々の子どもの状況に必要な対応を行う姿勢を徹底しています。ま

た、子どもたちには、学年会議を開催し、各学年の発達状況に応じたテーマで子どもたち同士の話合いを行う機

会があります。こうして出された意見は事業に反映するよう努めています。 

② 職員は、日頃の遊び・生活の中で子どもが発信する、声には出さない気持ちも汲み取るように努め、都度気持ち

を聞き取ったり、代弁したりするなど状況に応じた対応をしています。対応した内容や子どもの声は、日々のミー

ティングや職員会議で報告・共有・検討され、職員共通の対応や運営に取り入れるなどに活かされます。 
③ 放課後児童クラブに登録している子どもが自由に発表できる「金曜日タイム」や、自由来館の子どもも参加可能

な「みんな遊び」では、やりたい遊びが提案できるようになっています。こうした取組は、子どもが自己の表出や意

見の発信ができる機会となっています。 

 

【評価項目】 ４－（2） 子どもの意見が運営や活動に反映されている。 

標準項目 評価 

1 意見箱や掲示板、アンケートなど、子どもの意見を汲み取る仕組みがあり、活用されている。 〇 
2 子ども会議、子ども企画、子ども実行委員会など、子どもが児童館の運営や活動に対して意見やアイデア

を述べる機会があり、機能している。 
〇 

3 職員会議や研修の場等で、子どもの意見を反映させる仕組みがある。 〇 
4 運営や活動に子どもの意見を反映した、具体的な事例がある。 〇 

【評価項目】 ４－（2）について 

講評 

利用者アンケートの実施、子どもスタッフ活動などの子どもの意見を運営に活かす仕組みがあります 
① 子どもの意見を汲み取る取組みとして、乳幼児保護者、小学生、中学生を対象とした利用者アンケートを実施し

ています。アンケートで出された意見や集計結果は、次年度の事業計画を立案する際に活用されます。また、結果

は児童館だより等で利用者にフィードバックされています。 

② 「けん玉総練習」、「おやつマーケット」、「クリスマス会」などの行事では、子どもスタッフを募り、内容決め、準

備、当日の運営までの一連の流れを楽しみ、経験する機会があります。 
③ 子どもの日ごろの言動やつぶやき、学年会議や実行委員会で出された意見等は、職員会議で共有され、できる

限り反映するように努めています。例えば、数に限りのある玩具の使用について、早い者勝ちではなく、グループ

で使える個数を設定するという、子どもからの意見を活かした遊びのルール変更の事例などがあります。 
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５、配慮を必要とする子どもへの対応 

【評価項目】 ５－（１） 配慮を必要とする子どもへの対応を行っている。 

標準項目 評価 

1 障害の有無に関わらず子ども同士がお互いに協力できるような活動内容や環境に配慮している。 〇 
2 児童館を利用する子どもの間で、いじめ等の関係が生じないように配慮している。万が一発生した場合に

は早期対応に努め、適切に対応している。 
〇 

3 保護者に不適切な養育等が疑われる場合には、市区町村や関係機関と連携し対応している。 〇 
4 児童虐待が疑われる場合には、市町村又は児童相談所に速やかに通告し、適切に対応している。 〇 
５ 福祉的な課題があると判断した場合に、地域や学校等の社会資源と連携し支援している。 〇 
６ 障害のある子どもの利用に当たっては、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法

律第６５号）に基づき、合理的配慮に努めている。 
〇 

【評価項目】 ５－（１）について 

講評 

障害や福祉的な課題がある場合でも、各所と連携して受け入れる体制を作っています 

① 京都市児童館活動指針では、放課後児童クラブにおける「統合育成」が掲げられており、当館においてもできる

限り「介助者」を配置して、受入れを行っています。支援にあたっては、必要に応じて、保育所に話を伺いに行った

りするなど、丁寧な関りを行います。また、自由来館においてもバリアフリーの環境を整えて、障害のある方の利

用にも対応できるようになっています。 

② 福祉的な課題が気になる子どもについては、民生児童委員や小学校と連携して、家庭、学校、地域の中での子ど

もの様子について情報を共有し、それぞれの場の中で見守る体制を作るなど、連携した支援が行えるようになっ

ています。 

③ 上記の通り、環境や体制をでき得る限り整え、自由来館児童の利用も放課後児童クラブの登録も断ることなく受

け入れることになっています。 
 

【評価項目】 ５－（2） 子どもの活動の様子から必要があると判断した場合には、家庭と連絡を取って支援を行っ

ている。 

標準項目 評価 

1 子どもへの支援のために、必要に応じて家庭や学校等と連絡を取って支援をしている。 〇 
2 子どもの発達や家庭環境等の面で特に配慮が必要な子どもには、発達支援に関わる関係機関等と協力

して援助を行っている。 
〇 

3 必ず記録をとり職員間で共有を図るとともに、継続的な支援につなげている。 〇 
【評価項目】 ５－（2）について 

講評 
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気になる子どもや配慮を要する子どもの支援には、家庭や学校、他機関と連携して対応する体制です 

① 気になる子ども、配慮を要する子どもの支援の際には、家庭とはお迎え時に話をする、連絡帳でのやり取り、電

話、懇談会など必要と状況に応じて個別の連携ができる関係があります。また、小学校とも情報共有がすぐにで

きる関係を保っています。 

② 子どもの発達面で気になることや配慮が必要なケースは、自治体の療育の巡回指導の先生に相談したり、小学

校と連携したりすることで、児童館内の対応だけに留まらない、子どもを全体的に捉えた支援に繋げられるように

努めています。 
③ 個別の記録が必要な子どもについては、個別ファイルが作成されており、日々の日誌と合わせて、丁寧な記録が

記入されています。この記録は職員間で共有されるほか、家庭や外部の連携先との検討の際に重要な資料とし

て活用されています。 

 

６、子育て支援の実施 

【評価項目】 ６－（１） 保護者の子育て支援を行っている。 

標準項目 評価 

1 子どもとその保護者が、自由に交流できる場を提供し、交流の促進に配慮している。 〇 
2 子どもの発達上の課題について、気軽に相談できるような子育て支援活動を実施している。 〇 
3 保護者が広く地域の人々との関わりをもてるような支援を実施している。 〇 
4 児童虐待の予防に向けて、保護者の子育てへの不安や課題に対して継続的に支援し、必要に応じて相談

機関等につないでいる。 
〇 

【評価項目】 ６－（１）について 

講評 

乳幼児親子の居場所となり、交流・育児相談・地域との触れ合いなどの機会を提供しています 

① 子どもの年齢による発達に応じた幼児クラブがあり、集った乳幼児親子が遊びを通して交流を図っています。ま

た、夏限定の単発事業ではありますが、幅広い年齢層の親子が交流できる「夏のひろば」を実施し、製作を通し

て交流を深めました。事業がない日でも児童館は解放されており、利用することができます。 

② 子どもの発達や発語の遅れ、育てにくさなど、子どもの発達上の課題について相談することができる「はぐみん」

を実施しています。「はぐみん」には言語聴覚士等の専門家を招き、保護者の心理的な敷居の低い児童館で専門

のアドバイスを受けられる機会となっています。 
③ 交通安全教室での地元警察署との関わりや、人形劇鑑賞の開催に際しての民生児童委員の関わり、行政区の

「居場所づくり事業」への協力をきっかけとした地域の方との触れ合いなど、児童館職員の活動だけに留まらず、

社会資源を活用し、地域と乳幼児親子が触れ合う機会の創出に努めています。 

 

【評価項目】 ６－（2） 保護者と協力して乳幼児支援を行っている。 

標準項目 評価 

1 乳幼児支援を保護者と協力して実施している。 〇 
2 参加者が主体的に運営できるように支援している。 〇 
3 乳幼児と中・高校生世代等との触れ合い体験を実施している。 〇 
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【評価項目】 ６－（2）について 

評価 

乳幼児保護者も共に関わってプログラムが実施される機会を作るよう心がけています 

① 前述の「はぐみん」は、専門家も交えて助言が可能な環境の中で、子育ての悩みを持つ保護者同士が遊びを通

じて交流し、お互いの話を聞き合うピアカウンセリング的な方法で実施しています。 

② 幼児クラブなどで、紙芝居や絵本の読み聞かせの場面で、保護者の関りの機会を作っています。 
③ 中学校の「職業体験」の際に、乳幼児親子のプログラムに中学生も参加し、乳幼児親子と交流する機会を持ちま

した。今後は、感染症の状況、中学校等との連携も確認しつつ、一つのプログラムとして「乳幼児と中・高校生世

代等とのふれあい体験」に取組まれることも視座に入れたいところです。 

 

７、地域の健全育成の環境づくり 

【評価項目】 ７－（１） 地域の健全育成環境づくりに取組んでいる。 

標準項目 評価 

1 児童館を利用する子どもが地域住民と直接交流できる機会を設けている。 〇 
2 児童館を出て、地域の児童遊園や公園、子どもが利用できる他の施設等で事業を実施することがある。 〇 
3 地域のイベントに児童館の子どもを連れて参加することがある。 〇 
4 地域の子どもの育成活動に協力している。 〇 
５ 地域住民や NPO、関係機関等と連携して活動している。 〇 

【評価項目】 ７－（１）について 

講評 

地域の各種団体と相互の協力関係を持ちながら、地域の健全育成環境づくりを行っています 

① 感染症の拡大防止の状況下で、長らく地域との交流が難しい状況がありましたが、民生児童委員や老人クラブ、

自治連合会の協力により、「昔あそび」を楽しむイベントや、「将棋週間」の指導役などで地域の方に来館してい

ただき、子どもと交流する機会をもつことができました。 

② 民生児童委員が主催する「子育てサロン」に児童館職員がスタッフとして参画しています。手遊び等のプログラ

ムを実施したり、必要に応じて備品の貸し出しを行ったりするなど、社会資源として機能しています。 
③ 民生児童委員協議会に、放課後児童クラブの集団帰りの際の見守り活動を依頼し、子どもたちの安全な帰宅に

協力していただいています。また、年間行事をお知らせし、プログラムに参画していただく関係となっています。 
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８、ボランティア等の育成と活動支援 

【評価項目】 ８－（１） 子どもを含めたボランティア等の育成と活動支援を適切に行っている。 

標準項目 評価 

1 子どもの遊びの延長に、お手伝いやボランティア活動を取り入れ、児童館ボランティアとして育成してい

る。 
〇 

2 子どもボランティアの活動支援を健全育成活動の一環と捉えて実施している。 〇 
3 乳幼児の保護者の主体的な活動を支援しつつ、ボランティアとして育成している。 － 
4 地域住民を受け入れ、ボランティアとして育成している。 〇 

【評価項目】 ８－（１）について 

講評 

子どものボランティア活動は、自主性や社会性を育むという認識で取組みを行っています 

① 「けん玉総練習」、「おやつマーケット」、「クリスマス会」などの行事では、子どもスタッフを募ることで、子どもの

主体的な関りを保障するよう努めています。スタッフになった子どもたちは、当日の運営や他の子どもへの指導を

行うなど、子どもの興味や楽しみに基づくボランタリーな活動となっています。 

② 異年齢の子どもが遊びを通じて関ることにより、上級生が下級生に教えたり、相互に助け合ったりしながら活動す

ることが自然に生まれます。館としては、子どものボランティア活動は自主性や社会性を育むことに有効であると

の認識で、高学年が工作のリーダーや運営などに取組むことなどを支援しています。 
③ 乳幼児親子の活動には、アンケートや日ごろの会話の中で捉えた意見や、活動の様子から見えるニーズを取入

れてプログラム内容を検討しています。今後、段階を踏みながら乳幼児の保護者の主体的な活動を支援し、ボラ

ンティア等の育成に繋ぎたい考えです。 
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９、子どもの安全対策・衛生管理 

【評価項目】 ９－（１） 子どもの安全対策・衛生管理を行っている。 

標準項目 評価 

1 子どもに施設・遊具の適切な利用方法を伝え、安全に遊べるようにしている。 〇 
2 子どものケガや病気の応急処置の方法について、研修や訓練に参加している。 〇 
3 事故やケガの発生時には直ちに保護者への報告を行うとともに、事故報告書を作成し、市町村に報告し

ている。 
〇 

4 飲食を伴う活動を実施するときは、提供する内容について事前に保護者に具体的に周知し、誤飲事故や

食物アレルギーの発生予防に努めている。 
〇 

５ 来館時の手洗いの励行、採光・換気等保健衛生に十分に配慮し、子どもの健康に配慮している。 〇 
【評価項目】 ９－（１）について 

講評 

1 年生を対象にした「館内案内」の日を設けるなど、子どもが自ら安全を確保できるようになるための
取組みがあります 

① 毎年４月に１年生を対象にした「館内案内」の日を設け、館内の設備の使い方や、遊びのきまりなどについて館

内を歩きながら話をして、安心して遊びと生活ができるようにしています。例年、上の学年の子どもに手伝ってもら

うようにしており、子ども同士で教え合う雰囲気づくりも大切にしています。また、日ごろの利用の中でも気づいた

ことを伝えています。 

② 職員は、子どものケガや応急処置については、積極的に研修に参加して情報の更新に努めています。また、職員

間でも対応を共有し、皆が対応できるようにしています。実際に事故や受傷者が発生した場合は、速やかに必要

な処置を行い、所定の様式に記録をして保護者、法人、行政に報告するルールとなっており、職員に徹底されてい

ます。 
③ 法人が運営全児童館に対して一律に、館内の抗菌加工やＣＯ２センサーの設置、設備・遊具等の消毒の徹底な

どの新型コロナウィルスについての対応を施しています。また、子どもたちにも、日ごろから手洗いの励行や体温

測定等の健康観察を進めており、日常的な習慣づけや子どもたち同士での注意喚起などができています。 
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10、学校・地域との連携 

【評価項目】 10－（１） 学校・地域との連携を行っている。 

標準項目 評価 

1 児童館の活動と学校の行事等について情報交換を行っている。 〇 

2 児童館や学校での子どもの様子等について情報交換を行っている。 〇 

3 災害や事故・事件等が発生した場合には学校と速やかに連絡を取り合える体制を整えている。 〇 

4 児童館の運営や活動の状況等について地域住民等に積極的に情報提供を行い、信頼関係を築くよう努
めている。 

〇 

５ 地域住民等が児童館を活用できるように働きかけるなど、地域の人材・組織等との連携・協力関係を築く
よう努めている。 

〇 

【評価項目】 10－（１）について 

講評 

小学校・地域と連携して、子どものより良い支援に繋げられるよう努めています 

① 小学校とは、年間計画やお便りの交換をするなどの情報交換の連携があり、相互の行事等を把握しています。ま

た、授業時間の変更や学級閉鎖時などはすぐに連絡が取り合えるようになっています。 

② 必要に応じて、子どもの情報について連絡を取り合える関係が構築されています。特に、気になる子どもや、配慮

を要する子どもについては、子ども自身の生活の連続性の観点から、家庭・学校と三者が連携を図りながら対応

を進めるように体制を整えています。 
③ 区の社会福祉協議会との共催による居場所づくり事業、自治連合会とのグランドゴルフなどに取組んで、子ども

と高齢者との触れ合いの機会を作っています。現在は、定期の事業開催に留まっています。地域の方々が日常的

に気軽に立ち寄り、子どもたちと触れ合えるような開放的な運営も期待されます。 

 

【評価項目】 10－（2） 運営協議会等が設置され機能している。 

標準項目 評価 

1 児童委員、社会福祉協議会、母親クラブ等の地域組織の代表者の他、学識経験者、学校教職員、子ども、
保護者等を構成員とする運営協議会等が設置されている。 

〇 

2 子どもを運営協議会等の構成員にする場合には、会議時間の設定や意見発表の機会等があることを事
前に知らせるなどに配慮し、子どもが参加しやすく発言しやすい環境づくりに努めている。 

－ 

3 運営協議会等は、年間を通して定期的に開催し、臨時的に対応すべき事項が生じた場合は、適宜開催し

ている。 
〇 

【評価項目】 １０－（2）について 

講評 

「児童館運営協力会」は、地域の子どもの健全育成・子育て支援ネットワークの基盤となっています 

① 学区の自治連合会、社会福祉協議会、民生児童委員協議会等で構成される「小野児童館運営協力会」と「地域

子育て支援ステーション事業ネットワーク」があり、同じメンバーであることから、年に１回会議を開催し、児童館

事業の報告・計画を報告するとともに、地域の子どもの課題などについて情報交換を行っています。児童館活動

への理解と連携、地域の子どもの健全育成、子育て支援に関わるネットワークの確認の場となっています。 

② 子どもを運営協力会の構成員にする取組みは実現していません。運営協力会では、日常の子どもたちの様子や

意見が話されています。 
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※以下の項目は選択項目です。児童館内で放課後児童クラブを行っている場合のみご記入ください。 

１１、放課後児童クラブの実施（選択項目） 

【評価項目】 11－（１） 放課後児童クラブを児童館の持つ機能を生かして運営している。 

標準項目 評価 

1 放課後児童クラブが市区町村の基準条例（最低基準）に基づいて行われている。 〇 

2 放課後児童クラブに在籍する子どもと児童館に来館する子どもとが交流できるよう活動を工夫している。 〇 

3 放課後児童クラブに在籍する子どもと地域の子どもや住民とが直接交流できる機会を設けている。 〇 

【評価項目】 １１－（１）について 

講評 

自由来館の子どもの利用促進にも視座を向けた、放課後児童クラブ運営の検討も望まれます 

① 放課後児童クラブは、京都市の指定管理の受託事業となっており、市の基準条例に基づいて運営が行われてい

ます。 

② 児童館来館児童と放課後児童クラブ登録児童は、日常の遊びやクラブ活動で交流することができますが、児童

館利用の自由来館の数は少ない状況です。今後の地域の子どもに対しての働きかけにも期待します。 
③ 前掲の居場所づくり事業やグランドゴルフ、昔遊び等の事業を通した地域の方々との交流機会が作られていま

す。 
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総 評 
 

■特に良い点 

ポイント1 
「京都市の社協基本構想」を法人の柱として、各児童館運営の質の確保と向上

に向けた取組みがあります。 

 

法人の柱として「京都市の社協基本構想」が策定されており、児童館は、一人ひとりの子ど

もに対して、きめ細やかな質の高いサービスを確保するための活動を目指すこととしています。

法人はその具体化に向けた取組みとして５か年の推進計画を策定しており、各館はこの目指す

姿に向けて、年間の事業計画を策定する仕組みです。また、具体的な児童館活動としては「京

都市活動指針」を基礎的な考え方としています。 

京都市からの指定管理受託 34 館の運営の適正化と効率化を進めるために、児童館事業

委員会の設置、各種マニュアルの作成、利用者共通アンケートや第三者評価の導入と公表、

諸業務の電子システム化などに取組むとともに、グループ館長会、法人独自の研修会などの

取組みがあり、現場の状況把握や資質向上に向け実施しています。 

ポイント2 丁寧な個別支援を行うために様々な手立てを講じています。 

 

子どもの個別支援にあたっては、家庭・小学校、必要に応じて他機関と連携して、
その子どもの生活の連続性も考慮した、最善の支援が行える体制となっています。 

児童館日誌、学童日誌には、子どもの日々の様子の中で特に記録が必要な事項につ
いて詳しく記入しています。その記述を確認し、日々のミーティングを行うことで、
全ての職員が共通の情報と認識を持って支援にあたることができます。また、特に配
慮を要する場合は、個人記録に記入し、日々の対応を記録することで、支援や対応に
誤りがないようにしています。 

特に支援が困難なケースについては、ケース検討会を開催して専門家からの助言

を受ける機会を持っています。 

ポイント3 
子どもの権利擁護のために、子どもが人権について考える機会や職員の倫理

理解を深める取組みを行っています。 

 

毎年、人権月間に子どもの権利について子ども自身が考え、理解することが容易になる

ように、関連題材の紙芝居や絵本を用いたり、統合育成の専門の先生にお話をしていただ

いたりするなど、年齢に合わせた内容を取入れて取組みを行っています。自分自身を大切

にし、他人を思いやる優しい気持ちが伝えられるよう努力しています。 

また、法人としては、運営児童館共通の「職場倫理マニュアル」を作成しており、事例を

用いた子ども・利用者の権利擁護についての職場内研修を義務付けています。日々の活

動の中で生じる事項についても、職員間ですぐに話し合うよう心がけています。 
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■改善が望まれる点 

ポイント1 今後は自由来館の子どもの利用も見据えた運営の検討が期待されます。 

 

放課後児童クラブ登録児童の利用ニーズが高く、年間利用者数の多くが放課後児

童クラブ登録児童である状況となっています。限りのある児童館の環境の中で、遊び

を区分して安全を確保したり、空いている階段前スペースも活用して居場所にした

りするなどの工夫もされていました。乳幼児親子に向けた活動や地域との関わりに

よる行事等の開催も、子どもと子育て家庭の支えとなっています。 

今後、これまで以上に地域の子どもの居場所機能が児童館の役割として求められ

ていきます。自由来館の子どもの利用も見据えた運営の検討も期待されます。 

ポイント2 
段階を踏みながら利用者の主体的な関りを目指した運営を視座に入れて検

討することが期待されます。 

 

事業実施の際の子ども実行委員会の取組みや、子どもスタッフ活動など、子どもの

意見を活かす取組みが児童館運営に取入れられています。 

今後は、さらに子どものことを決める際には、子どもの年齢や発達に合わせて、子

どもが意見を言える機会を作ることが求められるようになります。児童館の活動に

ついても、段階を踏みながら、子どもの主体的な関りを保障した運営を視座に入れて

検討することが期待されます。 

 


